
会
員
同
士
の
親
睦
を
図
り
、
会
員
の
引
き

こ
も
り
を
防
止
す
る
こ
と
等
を
目
的
に
、
豊

山
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
で
友
愛
サ
ロ

ン
を
開
催
し
ま
す
。
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の

上
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
10
月
14
日（
土
）午
前
9
時
30
分
～

正
午

▼
場
所　
中
稲
公
民
館

▼
対
象
者　
原
則
会
員
の
方（
会
員
以
外
で

参
加
さ
れ
た
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。）

▼
内
容　
①
大
正
琴
演
奏
会　
演
奏
者 

「
Ｔ

ｅ
ａ
ｍ
モ
リ
・
コ
ロ
」　
②
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ「
切
り
布
で
絵
葉
書
作
り
」　
③
健
康

体
操

▼
締
切　
10
月
7
日（
土
）

▼
問
合
せ　
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局

（
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ
）

　
　

28
・
０
９
１
２

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
南
館
ひ
ま
わ
り
・
児

童
館
の
外
壁
、
窓
建
具
、
内
装
等
の
改
修
工

事
を
行
い
ま
す
。
工
事
に
伴
い
、
利
用
者
の

皆
様
に
は
、
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
工
事
予
定
期
間　
10
月
１
日（
日
）～
令
和

６
年
２
月
中
旬

老
人
ク
ラ
ブ
友
愛
サ
ロ
ン
参
加
者
募
集

南
館
ひ
ま
わ
り
一
部
施
設
の
利
用
規
制

る
お
子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
で
、
経
済
的
に

お
困
り
の
保
護
者
を
対
象
に
、
学
用
品
費
を

入
学
前
に
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象　

町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
が
次

の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。
町

立
小
中
学
校
に
入
学
し
な
い
場
合
は
、
認

定
は
取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。

○
生
活
保
護
法
に
定
め
る
教
育
扶
助
の
廃
止

又
は
停
止
を
さ
れ
た
方

○
町
民
税
を
非
課
税
・
減
免
さ
れ
た
方

○
個
人
の
事
業
税
を
減
免
さ
れ
た
方

○
固
定
資
産
税
を
減
免
さ
れ
た
方

○
国
民
年
金
の
保
険
料
を
減
免
さ
れ
た
方

○
国
民
健
康
保
険
税
を
減
免
・
徴
収
猶
予
さ

れ
た
方

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
た
方

○
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
に
よ
る
貸
付
け

を
受
け
た
方

○
そ
の
他
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難

な
方

▼
援
助
内
容　
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費

の
一
部

▼
申
請
手
続　
10
月
２
日（
月
）か
ら
役
場
３

階
９
番
窓
口
学
校
教
育
課
で
申
請
書
を
配

布
し
ま
す
。
申
請
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
必

要
事
項
を
記
入
し
、
証
明
書
類
を
添
え
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　
10
月
２
日（
月
）～
11
月
10
日

（
金
）

▼
規
制
内
容　

▼
注
意
事
項　
工
事
の
際
は
、
駐
車
場
の
一

部
を
規
制
す
る
な
ど
の
安
全
対
策
を
行
い

ま
す
。

▼
問
合
せ　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
南
館
ひ
ま

わ
り　
　

39
・
３
６
０
０

里
親
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
っ
て

自
分
の
家
庭
で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
た
子
ど
も

た
ち
を
、
自
分
の
家
庭
に
迎
え
入
れ
て
、
温

か
い
愛
情
と
理
解
を
持
っ
て
養
育
し
て
く
だ

さ
る
方
の
こ
と
で
す
。
愛
知
県
で
は
、
里
親

に
な
っ
て
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

▼
問
合
せ　
愛
知
県
中
央
児
童
・
障
害
者
相

談
セ
ン
タ
ー

　
　

０
５
２・９
６
１・７
２
５
０

令
和
６
年
度
に
小
中
学
校
新
一
年
生
と
な

施設名
コミュニティ

センター
（１階）

児童館（２階）

部屋名
ひまわりプラ
ザ、 会 議 室、
ラウンジ、ボ
ランティア室

講堂、子ども
工房、集会室、
音楽室

利用中止
期間

11月1日（水）
～ 11月30日

（木）
10月1日（日）
～ 11月中旬

10
月
は
里
親
月
間

新
入
学
児
童
生
徒
の
学
用
品
費
を
援
助

受
付
期
間
以
降
も
令
和
６
年
３
月
29
日

（
金
）ま
で
申
請
可
能
で
す
。
支
給
は
申
請

日
の
翌
月
以
降
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
学
校
教
育
課
学
校
教
育
グ
ル
ー

プ　
　

28
・
２
２
１
１

障
害
者
等
交
通
料
金
助
成
事
業（
自
動
車

燃
料
費
）の
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
給
油
分

の
請
求
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
支
給
決
定
を

受
け
て
い
る
方
は
、
受
付
期
間
内
に
請
求
書

類
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者　
事
前
に
障
害
者
等
交
通
料
金
助

成
事
業（
自
動
車
燃
料
費
）の
申
請
を
さ
れ

た
方

▼
申
請
方
法　
申
請
時
に
お
渡
し
し
た
請
求

書
と
給
油
し
た
際
の
領
収
書
を
お
持
ち
の

上
、
役
場
１
階
５
番
窓
口
福
祉
課
で
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　
10
月
2
日（
月
）～
10
月
13
日

（
金
）

▼
問
合
せ　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
　

28
・
０
９
１
２

障
害
者
等
交
通
料
金
助
成
事
業

◆
◆
◆  

寄
附
御
礼  

◆
◆
◆

吹
奏
楽
部
用
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム　
30
着

中
学
校
へ
の
寄
附

名
古
屋
城
北
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ　
様

広報とよやま　令和5年10月号
暮らしの情報5
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キ
ラ
リ
健
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ビ

子
育
て
ひ
ろ
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ま
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び
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と

図
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信


